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石川県訓令第６号

庁 中 一 般

出 先 機 関

石川県処務規程 (昭和33年石川県訓令甲第９号) の一部を次のように改正する｡

平成25年３月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

別表第１第２号の表税務課長専決事項の欄第４号を削り､ 同欄第５号中 ｢ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 七 号 ｣ を

｢ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ｣ に改め､ 同号２中 ｢ 第 八 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 九 条 第 一 項 ｣ に改め､ 同欄中同号

を第４号とし､ 第６号から第15号までを１号ずつ繰り上げ､ 同表県民文化局長専決事項の県民生活課の欄第６号中23

を25とし､ 22を24とし､ 21を23とし､ 20を22とし､ 19を21とし､ 18の次に次のように加える｡

別表第１第２号の表県民文化局長専決事項の県民生活課の欄第７号１中 ｢ 第 二 十 二 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 四 十 五 条 第 一

項 ｣ に改め､ 同表健康福祉部長専決事項の長寿社会課の欄第３号６中 ｢ 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 ｣ を ｢ 健 康 保 険 法 等

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 三 号 ) 附 則 第 百 三 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る

も の と さ れ た 同 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 介 護 保 険 法 ( 以 下 こ の 号 に お い て ｢ 旧 法 ｣ と い う

｡

) 第 四 十 八 条

第 一 項 第 三 号 ｣ に改め､ 同号44中 ｢ 第 百 七 条 の 二 ｣ を ｢ 旧 法 第 百 七 条 の 二 ｣ に改め､ 同号45中 ｢ 第 百 十 三 条 の 二 第 一

項 ｣ を ｢ 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 一 項 ｣ に改め､ 同号46中 ｢ 第 百 十 三 条 の 二 第 二 項 ｣ を ｢ 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 二 項 ｣

に改め､ 同号47中 ｢ 第 百 十 三 条 の 二 第 三 項 ｣ を ｢ 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 三 項 ｣ に改め､ 同号48中 ｢ 第 百 十 四 条 第 一 項 ｣

を ｢ 旧 法 第 百 十 四 条 第 一 項 ｣ に改め､ 同表健康福祉部長専決事項の障害保健福祉課の欄第６号中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援 法 ｣

を ｢ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 ｣ に改め､ 同表障害保健福祉課長専決事項の欄第

７号中23を削り､ 24を23とし､ 25を24とし､ 26を25とし､ 27を26とし､ 同欄第８号中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援 法 ｣ を ｢ 障 害

者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 ｣ に改め､ 同表健康福祉部長専決事項の薬事衛生課の欄第

２号１中 ｢ 第 七 十 二 条 の 三 ｣ を ｢ 第 七 十 二 条 の 四 ｣ に改め､ 同欄第24号１中 ｢ 動 物 取 扱 業 ｣ を ｢ 第 一 種 動 物 取 扱 業 ｣

に改め､ 同表子ども政策担当課長専決事項の欄中 ｢ 子 ど も 政 策 担 当 課 長 専 決 事 項 ｣ を ｢ 子 ど も 政 策 課 長 専 決 事 項 ｣ に

改め､ 同表健康福祉部長専決事項の子育て支援担当の欄第６号中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援 法 ｣ を ｢ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社

会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 ｣ に改め､ 同表子育て支援担当課長専決事項の欄中 ｢ 子 育 て 支 援 担 当 課 長 専 決

事 項 ｣ を ｢ 子 育 て 支 援 課 長 専 決 事 項 ｣ に改め､ 同欄第８号中１を削り､ ２を１とし､ 同欄第９号中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援

法 ｣ を ｢ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 ｣ に改め､ １から６までを削り､ ７を１とし､

８を２とし､ ９を削り､ 同表環境部長専決事項の水環境創造課の欄第１号２中 ｢ 第 十 四 条 の 二 第 三 項 ｣ を ｢ 第 十 四 条

の 二 第 四 項 ｣ に改め､ 同表環境部長専決事項の自然環境課の欄第１号１中 ｢ 第 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 ｣ を ｢ 第 十 六

条 第 三 項 ｣ に改め､ ｢ 同 意 及 び ｣ を削り､ 同号中２を削り､ ３を２とし､ ４を３とし､ ５を削り､ ６を４とし､ ７を

５とし､ ８を６とし､ ９を７とし､ 10を８とし､ 11を９とし､ 12を10とし､ 13を11とし､ 14を12とし､ 15を13とし､
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訓 令

� 第 五 十 八 条 の 十 二 の 規 定 に よ る 訪 問 購 入 に 係 る 購 入 業 者 に 対 す る 指 示� 第 五 十 八 条 の 十 三 の 規 定 に よ る 訪 問 購 入 に 係 る 購 入 業 者 に 対 す る 業 務 停 止 命 令 等
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16を14とし､ 17を15とし､ 18を16とし､ 19を17とし､ 20を18とし､ 21を19とし､ 22を20とし､ 23を21とし､ 24を22と

し､ 25を23とし､ 26を24とし､ 27を25とし､ 28を26とし､ 29を27とし､ 30を28とし､ 31を29とし､ 32を30とし､ 33を

31とし､ 34を32とし､ 同表観光交流局長専決事項の交流政策課の欄中 ｢ 観 光 交 流 局 長 専 決 事 項 ｣ を ｢ 観 光 戦 略 推 進 部

長 専 決 事 項 ｣ に改め､ 第３号を削り､ 第２号を第３号とし､ 第１号を第２号とし､ 同号の前に次の１号を加える｡

別表第１第２号の表交流政策課長専決事項の欄中 ｢ 交 流 政 策 課 長 専 決 事 項 ｣ を ｢ 観 光 振 興 課 長 専 決 事 項 ｣ に改め､

第２号を削り､ 第１号を第２号とし､ 同号の前に次の１号を加える｡

別表第１第２号の表観光交流局長専決事項の観光推進課の欄及び観光推進課長専決事項の欄を次のように改める｡

別表第１第２号の表観光交流局長専決事項の国際交流課の欄中 ｢ 観 光 交 流 局 長 専 決 事 項 ｣ を ｢ 観 光 戦 略 推 進 部 長 専

決 事 項 ｣ に改め､ 同表生産流通課長専決事項の欄第６号中 ｢ 養 ほ う 振 興 法 ｣ を ｢ 養 蜂 振 興 法 ｣ に改め､ 同号１中 ｢ 第

三 条 ｣ を ｢ 第 三 条 第 一 項 ｣ に､ ｢ 養 ほ う 業 者 ｣ を ｢ 蜜 蜂 の 飼 育 ｣ に改め､ 同号２中 ｢ 転 飼 養 ほ う ｣ を ｢ 転 飼 養 蜂 ｣ に

改め､ 同号に次のように加える｡

別表第１第２号の表農林水産部長専決事項の経営対策課の欄第１号１及び２中 ｢ ､ 第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 及 び 第 九

十 六 条 の 二 第 五 項 ｣ を ｢ 及 び 第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 ｣ に改め､ 同号８中 ｢( 第 九 十 六 条 の 四 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む

｡

)｣､ ｢ 又 は 市 町 ｣ 及び ｢( 第 九 十 六 条 の 四 に お い て 準 用 す る 場 合 は ､ 協 議 及 び 同 意 )｣ を削り､ 同号中18を削り､

19を18とし､ 20を19とし､ 21を20とし､ 22を21とし､ 23を22とし､ 24を23とし､ 25を24とし､ 26を25とし､ 同欄に次

の１号を加える｡

別表第１第２号の表農林水産部長専決事項の農業基盤課の欄第１号２中 ｢( 第 九 十 六 条 の 三 第 五 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む

｡

)｣ を削り､ ｢ ､ 第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 及 び 第 九 十 六 条 の 二 第 五 項 ｣ を ｢ 及 び 第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 ｣

に改め､ 同号３中 ｢( 第 九 十 六 条 の 三 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

｡

)｣ 及び ｢ 及 び 第 九 十 六 条 の 四 ｣ を削り､ ｢ ､

第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 及 び 第 九 十 六 条 の 二 第 五 項 ｣ を ｢ 及 び 第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 ｣ に改め､ 同号４中 ｢( 第 九 十 六

条 の 四 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

｡

)｣､ ｢ 又 は 市 町 ｣ 及び ｢( 第 九 十 六 条 の 四 に お い て 準 用 す る 場 合 は ､ 協 議 及 び 同

意 )｣ を削り､ 同号中９を削り､ 10を９とし､ 同表農業安全課長専決事項の欄第６号中 ｢ み つ ば ち に つ い て の 腐 そ 病

の ま ん 延 防 止 に 関 す る 規 則 ｣ を ｢ 蜜 蜂 に つ い て の 腐 蛆 病 の ま ん 延 防 止 に 関 す る 規 則 ｣ に改め､ 同表農林水産部長専決

事項の森林管理課の欄第１号中１を削り､ ２を１とし､ ３を２とし､ ４を３とし､ ５を４とし､ ６を５とし､ ７を６

とし､ ８を７とし､ ９を８とし､ 同欄に次の１号を加える｡
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一 旅 行 業 法 ( 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 )

１ 第 六 条 第 一 項 ( 第 六 条 の 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 登 録 の 拒 否

２ 第 七 条 第 五 項 ( 第 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 登 録 の 取 消 し

３ 第 十 八 条 の 三 の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 業 務 の 改 善 の 命 令

４ 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 業 務 の 停 止 の 命 令 及 び 登 録 の 取 消 し

一 旅 行 業 法

１ 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 登 録

２ 第 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 更 新 の 登 録

３ 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 旅 行 業 約 款 の 認 可

４ 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 旅 行 業 者 等 の 登 録 の 抹 消

一 通 訳 案 内 士 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 十 号 )

１ 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 通 訳 案 内 士 の 登 録 の 抹

消
２ 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 通 訳 案 内 士 へ の 処 分

観 光 戦 略 推 進 部 長 専 決 事 項

一 通 訳 案 内 士 法

１ 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 通 訳 案 内 士 の 登 録

国 際 観 光 課 長 専 決 事 項

３ 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 、 立 入 検 査 等

九 市 民 農 園 整 備 促 進 法 ( 平 成 二 年 法 律 第 四 十 四 号 )

１ 第 四 条 第 二 項 ( 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 市 町 の 指 定 す る 市 民 農 園 区 域 の 協

議
２ 第 七 条 第 四 項 ( 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 市 町 の 認 定 す る 市 民 農 園 の 開 設 の

同 意

十 石 川 県 に お け る 水 資 源 の 供 給 源 と し て の 森 林 の 保 全 に 関 す る 条 例 ( 平 成 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 十 号 )



別表第１第２号の表森林管理課長専決事項の欄第１号中10を11とし､ ９を10とし､ ８を９とし､ ７を８とし､ ６を

７とし､ ５を６とし､ ４を５とし､ ３を４とし､ ２を３とし､ １を２とし､ ２の前に次のように加える｡

別表第１第２号の表森林管理課長専決事項の欄に次の１号を加える｡

別表第１第２号の表競馬事業局長専決事項の競馬業務課の欄中第３号を削り､ 第４号を第３号とし､ 同表道路整備

課長専決事項の欄第１号中11を12とし､ 10を11とし､ ９を10とし､ ８を９とし､ ７の次に次のように加える｡

別表第１第２号の表土木部長専決事項の都市計画課の欄中第４号を削り､ 第５号を第４号とし､ 第６号から第９号

までを１号ずつ繰り上げ､ 同表都市計画課長専決事項の欄第４号及び第５号を削り､ 同欄第６号３中 ｢ 特 定 防 災 街 区

整 備 地 区 計 画 ｣ を ｢ 促 進 地 区 内 防 災 街 区 整 備 地 区 計 画 ｣ に改め､ 同号７中 ｢ 第 百 十 四 条 ｣ を ｢ 第 百 十 五 条 ｣ に改め､

同号８中 ｢ 第 百 十 九 条 ｣ を ｢ 第 三 百 三 条 ｣ に改め､ 同欄中同号を第４号とし､ 第７号を第５号とし､ 第８号を第６号

とし､ 同表土木部長専決事項の建築住宅課の欄第６号２中 ｢ 第 六 十 六 条 及 び ｣ を ｢ 第 六 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び

に ｣ に改め､ 同号５中 ｢ 第 七 十 四 条 第 四 項 ｣ を ｢ 第 七 十 四 条 第 五 項 ｣ に改め､ 同欄第10号中 ｢ 都 市 計 画 課 の 所 管 に 属

す る も の を 除 く

｡

｣ を ｢ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 三 十 八 号 ｣ に改め､ 10を11とし､ ９を10とし､ ８を９とし､ 同号７中

｢ 第 二 項 ｣ を ｢ 第 三 項 ｣ に改め､ 同号中７を８とし､ ６を７とし､ ５を６とし､ ４を５とし､ ３を４とし､ ２の次に

次のように加える｡

別表第１第２号の表土木部長専決事項の建築住宅課の欄中第12号を削り､ 第13号を第12号とし､ 第14号から第16号

までを１号ずつ繰り上げ､ 同欄第17号11中 ｢ 第 百 十 五 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 百 十 六 条 第 一 項 ｣ に改め､ 同欄中同号を第16

号とし､ 第18号から第21号までを１号ずつ繰り上げ､ 同欄に次の１号を加える｡

別表第１第２号の表建築住宅課長専決事項の欄第６号16中 ｢ 第 七 十 二 条 第 二 項 ｣ を ｢ 第 七 十 二 条 第 三 項 ｣ に改め､

同号17中 ｢ 第 七 十 四 条 第 四 項 ｣ を ｢ 第 七 十 四 条 第 五 項 ｣ に改め､ 同欄第10号中 ｢( 都 市 計 画 課 の 所 管 に 属 す る も の を

除 く

｡

) 次 号 に お い て 同 じ

｡

)｣ を削り､ 同号１中 ｢ 第 七 条 の 九 第 二 項 ｣ を ｢ 第 七 条 の 九 第 三 項 ｣ に改め､ 同号３中

｢ 第 六 項 ｣ を ｢ 第 七 項 ｣ に改め､ 同号９中 ｢ 第 四 十 五 条 第 三 項 ｣ を ｢ 第 四 十 五 条 第 四 項 ｣ に改め､ 同号中16を18とし､

15を17とし､ 同号14中 ｢ 第 七 十 二 条 第 三 項 ｣ を ｢ 第 七 十 二 条 第 四 項 ｣ に､ ｢ 同 条 第 一 項 ｣ を ｢ 同 条 第 一 項 後 段 ｣ に改

め､ 同号中14を16とし､ 13を15とし､ 12を14とし､ 11を13とし､ 10の次に次のように加える｡

別表第１第２号の表建築住宅課長専決事項の欄第13号１中 ｢ 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ハ ､ 第 六 十 二 条 の 三 第

四 項 第 十 五 号 ハ ｣ を ｢ 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 四 号 ハ ､ 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ ｣ に改め､ 同号２中 ｢ 第

三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 六 号 ニ ｣ を ｢ 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ ｣ に改め､ 同号４中 ｢ 若 し く は 第 五 項 又 は 第

六 十 五 条 の 七 第 一 項 ｣ を ｢ 又 は 第 五 項 ｣ に改め､ 同欄第19号７中 ｢ 特 定 防 災 街 区 整 備 地 区 計 画 ｣ を ｢ 促 進 地 区 内 防 災

街 区 整 備 地 区 計 画 ｣ に改め､ 同号11中 ｢ 第 百 十 四 条 ｣ を ｢ 第 百 十 五 条 ｣ に改め､ 同号12中 ｢ 第 百 十 九 条 ｣ を ｢ 第 三 百

三 条 ｣ に改める｡

別表第２の表保健所長の項中第８号を削り､ 第９号を第８号とし､ 第10号から第16号までを１号ずつ繰り上げ､ 同

表こころの健康センター所長の項第１号中10を11とし､ ９を10とし､ ８を９とし､ ７を８とし､ ６を７とし､ ５を６

とし､ ４を５とし､ ３を４とし､ ２の次に次のように加える｡
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１ 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 勧 告

２ 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 公 表

３ 第 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 陳 述 の 機 会 の 付 与

１ 第 四 条 第 八 項 ( 同 条 第 十 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 全 国 森 林 計 画 に 係 る 意 見 の 申 述

六 石 川 県 に お け る 水 資 源 の 供 給 源 と し て の 森 林 の 保 全 に 関 す る 条 例

１ 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取

２ 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

３ 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 等

４ 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 助 言

８ 第 四 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 連 結 許 可 又 は 変 更 の 許 可

３ 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 市 街 地 再 開 発 事 業 の 事 業 計 画 の 認 可

二 十 一 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 四 年 法 律 第 八 十 四 号 )

１ 第 五 十 七 条 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

２ 第 五 十 八 条 の 規 定 に よ る 計 画 の 認 定 の 取 消 し

� 第 五 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ る 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可� 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 図 書 の 写 し の 送 付



別表第２の表こころの健康センター所長の項第２号中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援 法 ｣ を ｢ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を

総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 ｣ に改め､ 同項第３号中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 令 ｣ を ｢ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生

活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令 ｣ に改め､ 同表保健福祉センター所長の項第５号及び第６号を削り､ 同表土

木総合事務所長の項第12号３ (四) 中 ｢ 同 条 第 二 号 ｣ を ｢ 同 条 第 四 号 ｣ に､ ｢ 並 び に 同 条 第 三 号 ｣ を ｢ ､ 同 条 第 五 号 ｣

に､ ｢ か わ ら ｣ を ｢ 瓦 ｣ に改め､ ｢ 工 事 用 材 料 ｣ の下に ｢ ､ 同 条 第 六 号 に 規 定 す る 仮 設 店 舗 そ の 他 の 仮 設 建 築 物 並 び に

同 条 第 七 号 に 規 定 す る 一 時 収 容 す る た め 必 要 な 施 設 ｣ を加え､ 同項中第45号を削り､ 第46号を第45号とし､ 第47号か

ら第50号までを１号ずつ繰り上げ､ 同項に次の２号を加える｡

別表第２の表ダム建設事務所長の項を削り､ 同表備考中 ｢ 第 四 十 八 号 ｣ を ｢ 第 四 十 七 号 ｣ に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成25年４月１日から施行する｡ ただし､ 別表第１第２号の表健康福祉部長専決事項の薬事衛生課の

欄中第24号１を改める改正規定は､ 同年９月１日から､ 同表農林水産部長専決事項の森林管理課の欄に１号を加える

改正規定及び同表森林管理課長専決事項の欄に１号を加える改正規定は､ 同年10月１日から施行する｡
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３ 第 三 十 八 条 の 四 の 規 定 に よ る 請 求 の 受 理

五 十 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

１ 第 五 十 四 条 第 一 項 ( 第 五 十 五 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 認 定

２ 第 五 十 四 条 第 三 項 ( 第 五 十 五 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 建 築 主 事 へ の 通 知

３ 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 認 定 建 築 主 に 対 す る 報 告 の 徴 収

４ 第 五 十 九 条 の 規 定 に よ る 認 定 建 築 主 に 対 す る 助 言 及 び 指 導

五 十 一 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 四 年 国 土 交 通 省 令 第 八 十 六 号 )

１ 第 四 十 三 条 第 一 項 ( 第 四 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。) の 規 定 に よ る 認 定 の 通 知

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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